
1-1
●発生日時 ： 平成28年4月14日（木）21時26分
●震　　  源 ： 熊本県熊本地方（北緯32度44.5分、東経130度48.5分）、深さ 約11km
●地震規模 ： マグニチュード6.5
●各地の震度 （震度４以下は省略）

1-2
●発生日時 ： 平成28年4月16日（土）01時25分
●震　　  源 ： 熊本県熊本地方（北緯32度45.2分、東経130度45.7分）、深さ 12km
●地震規模 ： マグニチュード7.3
●各地の震度 （震度４以下は省略）
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文 部 科 学 省

  ※これは速報値であり、数値等は今後も変わることがある。
※下線部は、前回からの変更箇所。

熊本県熊本地方を震源とする地震による被害情報（第25報）
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２．文部科学省関係の被害情報（5月13日9時00分時点） ※文部科学省に報告のあったもの

（１）人的被害（児童生徒等）



（２）人的被害（教職員等）
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・主な被害状況：ブレースの破断、天井・ガラス・配管等の破損、外壁等のひび割れ、熊本城における石垣崩落　等
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（４）休校・短縮授業となっている学校等
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３．文部科学省等の対応 

（１）文部科学省の対応 

＜省内の体制整備、職員等の派遣＞ 

・文部科学省災害情報連絡室（室長：施設企画課長）を設置（4月 14日 21時 45分） 

・熊本県、大分県及び宮崎県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握、二次災害防止を要請（4 月 14 日 21 時

51分） 

・文部科学省非常災害対策本部（本部長：事務次官）を設置（4月 14日 21時 53分） 

・文部科学省非常災害対策本部を開催（4月 14日,15日,16日）  

・文教施設の被害情報を収集するため、東京大学生産技術研究所の中埜良昭（なかの よしあき）教授及び文部科学省職員 1名を派遣（4月 15

日～17日） 

・九州 7県の各教育委員会等に対して、今般の地震における文教施設の安全性確保を要請（4月 15日） 

・地震調査研究推進本部地震調査委員会を開催し、平成 28年（2016年）熊本地震の評価を実施・公表（4月 15日） 

・地震調査研究推進本部地震調査委員会臨時会を開催し、平成 28年 4月 16日熊本県熊本地方の地震の評価を実施・公表（4月 17日） 

・熊本県教育委員会からの派遣要請を受け、応急危険度判定士を中心に、のべ 21 名の職員等を派遣し、応急危険度判定を実施（4 月 19 日～5

月 2日） 

・文化財等の被災状況を把握し、被災状況や現地の要望を踏まえて支援方策を検討するため、文化庁熊本地震災害連絡調整室を設置（4 月 21

日） 

・文化財の被害情報を収集するため、文化庁文化財調査官等を熊本県（4月 22日、23日、27日、5月 6日、7日）、大分県（4月 25日、26日）

に派遣 

・馳大臣が熊本県に入り、学校施設や熊本城などの被害状況を確認するとともに、避難先になっている学校を訪問し、教員をはじめとした関

係者と意見交換を行った（5月 1日） 

・文化庁に「熊本地震文化財復旧・復興プロジェクトチーム」を設置し、第１回会合を開催（5月 10日） 

 

＜被災した児童生徒や学生等への支援・配慮等＞ 

・平成 28年度全国学力・学習状況調査については、地震の被害状況を踏まえ、熊本県全域及び宮崎県の一部の市町村教育委員会において、調

査の実施を見送り 



・①被災した児童生徒等の学校への受入れ、②被災した児童生徒等への教科書の無償給与、③児童生徒の入学料等や就学援助、就学支援金、

奨学金等の弾力的な取扱・措置、④修了認定や補充のための授業等への配慮、⑤心のケアの実施、等について取組を促す通知を、関係教育

委員会及び都道府県知事宛てに発出(4月 18日) 

・被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等（①義務教育段階における教科書の取扱い、②幼稚園、高等学校及び特別支援学校等における入

学料等の取扱い、③就学援助等について、④高校生等への修学支援、⑤課程の修了の認定等について、⑥補充のための授業等について、⑦

心のケアを含む健康相談等の充実）について取組を促す通知を、附属学校を置く各国立大学長宛てに発出（4月 19日） 

・熊本地震により被災した生徒等に関する高等学校等就学支援金の具体的な取扱いに係る事務連絡を都道府県・各国立大学法人等高等学校等

就学支援金担当宛に発出（4月 19日） 

・被災した学生への配慮等（①修学困難な学生に対する経済的支援、②外国人留学生に対する配慮、③学生に対する単位の認定、就職活動等

への配慮）について取組を促す通知を、各国公私立大学長、各国公私立短期大学長、各国公私立高等専門学校長、並びに、各都道府県知事、

各都道府県教育委員会教育長、専修学校を置く国立大学長、厚生労働省医政局長及び厚生労働省社会・援護局長を経由して各専修学校及び

各種学校宛てに発出（4月 20日） 

・被災した児童生徒への教科書給与を行うに当たっての教科書事務に関する留意事項について、各都道府県教育委員会宛に事務連絡を発出（4

月 21日） 

・被災地へのスクールカウンセラー派遣について、日本臨床心理士会に協力依頼するとともに、各都道府県・指定都市教育委員会に被災地か

らの派遣要請に応じて、スクールカウンセラーの派遣や関連情報の提供を依頼（4月 21日） 

・熊本県教育委員会、熊本市教育委員会において、熊本県内の小中学校のべ 75校にスクールカウンセラーを追加配置（5月 10日現在） 

・高等学校卒業程度認定試験について、本来は 5 月 10 日（火）が出願締切だが、熊本在住の被災者については 5 月 31 日（火）まで、出願期

間を延長。また、熊本県外の被災者で出願手続きが困難な場合や、本人が被災したわけではなくとも出願時に必要な添付書類（例：住民票、

高校の単位修得証明書等）の取得が震災の影響により困難な場合に、状況に応じて個別に対応（5月 10日までに相談）（4月 22日～） 

・被災地域の児童生徒等の私立学校における就学機会の確保等（①被災した児童生徒等の私立学校への受入れ等について、②義務教育段階に

おける教科書の取扱い、③私立学校における授業料（保育料）等の取扱い、④就学援助等について、⑤高校生等への修学支援、⑥課程の修

了の認定等について、⑦補充のための授業等について、⑧心のケアを含む健康相談等の充実）について取組を促す通知を、各都道府県知事

等宛てに発出（4月 22日） 

・熊本県教育委員会からの要望を踏まえ、45人分の教員加配を追加措置（4月 28日） 

・大分県教育委員会からの要望を踏まえ、５人分の教員加配を追加措置（5月 2日） 

 



＜被災した職員・関係機関への支援・配慮等＞ 

・住居滅失など地震被害に伴う職員の職務専念義務免除について、各都道府県教育委員会等に事務連絡(4月 20日) 

・被災した公立学校施設の早期復旧を図るため事前着工の着手等について、関係教育委員会宛に事務連絡を発出（4月 22日） 

・被災した学校を再開する際の留意点について、熊本県内の教育委員会等に対し事務連絡を発出（4月 24日） 

・平成 28年熊本地震に起因するやむを得ない理由により、災害共済給付契約に係る共済掛金を支払うことができない場合における支払い期限

の延長等について定めた「独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定（4月 28日）。その理由がや

んだ日から 2ヶ月以内に限り支払期限を延長することができることとした。本政令は、5月 2日公布 

・文教施設の構造的な被害状況等を詳細に調査し、被災施設の復旧方針に関する設置者への助言及び今後の文教施設に必要な耐震性能等に関

する検討を行うための調査研究の実施を決定（4月 28日） 

・平成 28 年熊本地震を特定非常災害として指定する「平成 28 年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置

の指定に関する政令」を閣議決定（4月 28日）。特定非常災害に対し、期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責等が適用される

ことから、政令の公布（5月 2日）に合わせ、文部科学省関係の以下の特別措置につき、関係機関に速やかに通知。 

－国立大学法人法及び国立大学法人法施行令関係（財務諸表の提出不履行に関する免責等） 

－私立学校法及び私立学校振興助成法関係（財産目録等の作成、備置き及び閲覧の期限等） 

－文化財保護法及び銃砲刀剣類所持等取締法関係（重要文化財等の毀損等に係る届出義務不履行の免責等、登録を受けた銃砲又は刀剣類に

係る届出義務不履行の免責） 

－宗教法人法関係（宗教法人の財産目録等の写しの提出不履行の免責等） 

 

＜その他の支援・配慮等＞ 

・公立学校共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団に対し、組合員証を紛失した場合でも速やかに再発行を行うことや、組合員証がなく

ても保険医療機関等において受診できること等を連絡(4月 15日) 

・学校設置者に対して、所管の学校等において、地域住民の避難場所としての提供について最大限配慮するよう要請（4月 16日） 

・避難された方々が、少しでも安心して学校施設での避難生活を送っていただけるようにするため、現在の避難場所での避難が維持できるよ

う、最大限の対応をお願いすることについて、熊本県や教育委員会等に対し、事務次官名で通知を発出（4月 21日） 

・被災建築物応急危険度判定を受けた文化財の所有者に対して、復旧の可能性等の十分な検討を経ず取り壊すことのないよう適切に指導する

よう求める通知を、各都道府県教育委員会宛に発出（4月 26日） 

・熊本地震に伴い、ボランティア活動を希望する学生に対して、➀修学上の配慮、②安全確保及び情報提供を依頼する通知を、各国公私立大



学長、各国公私立短期大学長、各国公私立高等専門学校長宛てに発出（4月 27日） 

・熊本地震に伴い、ボランティア活動を希望する専修学校・各種学校の生徒に対して、➀修学上の配慮、②安全確保及び情報提供を依頼する

通知を、各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長、専修学校を置く国立大学長、厚生労働省医政局長及び厚生労働省社会・援護局長

を経由して各専修学校及び各種学校宛てに発出（4月 28日） 

・熊本地震に伴い、ボランティア活動を希望する介護福祉士養成施設等の学生に対して、柔軟な単位の付与を依頼する通知を、各都道府県介

護福祉士養成施設主管課、各地方厚生（支）局介護福祉士養成施設主管課を経由して介護福祉士養成施設等宛てに発出（5月 2日） 

・観光庁からの依頼を受け、九州への修学旅行について、現地の正確な情報に基づき、できる限り予定通りの実施が望まれる旨の周知に関し、

各都道府県教育委員会等宛に通知を発出（5月 10日） 

・避難所となっている学校施設等の環境改善（トイレ洋式化、空調設置等）について、災害救助法に基づく救助として国庫負担の対象となる

ことから、防災部局との緊密な連携を取るよう、熊本県及び熊本市の教育委員会宛てに事務連絡を発出（5月 12日） 

 

（２）国立大学法人等の対応 

・被災者を受け入れている熊本大学に対し、九州大学、長崎大学等から水、毛布、食料等の物資を支援。また、厚生労働省の要請を受け、大

学附属病院より、災害派遣医療チーム（DMAT）を派遣（4月 14日～） 

・放送大学においては、被災学生に対して、熊本や大分の学習センターにおける日本学生支援機構の経済的支援に関する情報の周知や震災の

影響により、学習センターでの面接授業が閉講または欠席した学生に対する科目変更や返金などで対応（4月 21日～） 

 

（３）国立研究開発法人 防災科学技術研究所の対応 

・ウェブサイトにポータルサイト（クライシスレスポンスサイト）を開設（4月 14日） 

・リアルタイム地震被害推定システム（暫定版）により建物全壊棟数分布の推定を実施（4月 15日、16日） 

・地震調査研究推進本部地震調査委員会に強震観測網の解析結果等の資料提供(4月 15日、17日) 

・被災状況等を整理し、DMAT 等に必要な情報提供を行う災害リスク情報利活用システム（e コミュニティ・プラットフォーム）を活用した熊

本県災害対策本部への業務支援（4月 15日～） 

・土砂災害に関し「土砂移動分布図（速報）」と「今後の注意点」について公表（4月 21日） 

・熊本地震に関する緊急報告会を開催（4月 24日） 

・理事長が熊本県知事と意見交換、被災者生活再建システム導入説明会等に出席（4月 25日）、同システムを活用した被災自治体での罹災証明

書の発行や被災者台帳の管理等の業務を支援 



・以下の調査等に職員を派遣 

－熊本県災害対策本部等への業務支援及び情報収集(熊本県内 37名（現時点 12名）：4月 15日～順次派遣、大分県内 2名：4月 21日～順

次派遣） 

－道路・家屋等の被害状況調査（熊本県内 1名：4月 16日～17日、5月 4日～6日、大分県内 3名：4月 21日～22日） 

－文教施設等の非構造部材の被害状況調査（熊本県内及び大分県内 1名：4月 29日～5月 2日） 

－土砂災害の被害状況調査及び情報収集（熊本県内 2名：4月 17日～19日、4月 28日～5月 1日、5月 2日～5日、9日） 

－火山観測施設の現状確認等（熊本県内 2名：4月 20日～22日、26日～28日） 

－震源断層近傍での現状確認観測等（熊本県内 5名：4月 23日～26日、4月 28日～5月 1日） 

 

（４）国立研究開発法人 理化学研究所の対応 

・被災した九州地方の大学・研究機関等に対して、研究者・学生の受入、生物資料の保管・提供、機器の貸付といった支援を行うこととし、

申込窓口を開設してウェブ上に公開（4月 21日） 

 

（５）国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構の対応 

・陸域観測技術衛星 2 号「だいち 2 号」(ALOS-2)による取得画像を、要請に基づき以下の関連機関に対して提供(4 月 15 日) (内閣府防災/国

土交通省砂防計画課、九州整備局/国土地理院/九州大学/日本医師会) 

 

（６）国立研究開発法人 物質・材料研究機構の対応 

・被災した大学・研究機関等に対して、研究者・学生の受入等の支援を行うこととし、申込窓口を開設してウェブ上に公開（4月 26日） 

 

（７）独立行政法人 日本学生支援機構の対応 

・被災学生に対する奨学金緊急採用、JASSO支援金等の申請受付を開始（4月 15日） 

・災害救助法適用地域の世帯の学生に対する奨学金の緊急・応急採用の相談窓口を設置（4月 20日） 

 

（８）国立研究開発法人 科学技術振興機構の対応 

・熊本地震に関連した緊急を要する国際共同による研究・調査を支援する「国際緊急共同研究・調査支援プログラム（J-PARID）」の研究課題

の公募を開始（4月28日） 



・J-PARIDについて、平成 28年熊本地震災害の全体像の把握に関する研究課題の採択（1件）を決定（5月 13日） 

 

（９）公立学校共済組合の対応 

・公立学校共済組合の九州地区宿泊施設について、被災者の宿泊料を無料で受け入れることを決定(4 月 16 日)。また、更なる被災者への支援

を徹底するため、同組合に初等中等教育局財務課長通知を発出(4月 18日)。なお、熊本宿泊所(70名)、その他 3施設において被災者を受入

れ済み(4月 18日)。さらに、避難地域の広域化を勘案し、関西・四国・中国地方まで受入宿泊施設を拡大（4月 20日） 

 

（１０）日本私立学校振興・共済事業団の対応 

・私学事業団所管の全国の直営宿泊施設について、被災された加入者（家族も含む）を宿泊料無料（食事代のみ実費負担）で受け入れること

を決定（4月 21日）。2施設で被災者を受入れ済み（10名）（5月 10日） 

 

４．今後の対応 

・引き続き、被害情報の把握に努めるとともに、教育委員会、大学等との連絡を密にし、明らかとなった諸課題に対しては、支援要請等を待

つことなく、迅速かつ的確に対応 

 

 ＜担当＞ 文教施設企画部施設企画課防災推進室 
室 長  深堀 直人 （内線 2988） 

専門官  梅崎 聖 （内線 3674） 

電話：（代表）03－5253－4111 （直通）03－6734－2290 
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